
様式第１号（第６条関係）

　　令和　〇年　〇月　〇日

加古川市長　様

住　　所 加古川市○○町○○１２３番地

申請者 氏　　名 加古川太郎

電話番号 ０７９－４１２－３４５６

1 交付申請に係る住宅に 　　　　令和　〇年　　　〇月　　　　〇日

住民票をおいた日

2 転入する前の住所 加古川市○○町○○４５６番地

3 住宅の建築年月日（中古物件） 　　　　平成　○年　　〇〇月　　○○日

4 対象経費の内訳

①市外からの転入者の場合

（①-１：要綱第３条第２項第３号（ア）　①-２：要綱第３条第３項）

不動産登記年月日 　　　　　        年　　　  月　　　  日

契約金額　（Ⅰ）

完成年月日 　　　　　        年　　　  月　　　  日

支払い金額（Ⅱ） 円

引越し 支払い金額（Ⅲ） 円

その他市長が認める経費　　 （Ⅳ） 円

その他の助成を受けた金額　 （Ⅴ） 円

対象経費合計（ a ） （Ⅰ）＋（Ⅱ）＋（Ⅲ）＋（Ⅳ）－（Ⅴ） 円

②空家活用する転入者の場合

（要綱第３条第２項第３号（イ））

不動産登記年月日 　　　　　令和　〇年　　　〇月　　　〇日

契約金額　（Ⅰ） ５，０００，０００円

完成年月日 　　　　　令和　〇年　　　〇月　　　〇日

支払い金額（Ⅱ） ６，０００，０００円

引越し 支払い金額（Ⅲ） ３００，０００円

その他市長が認める経費　　 （Ⅳ） １５０，０００円

その他の助成を受けた金額　 （Ⅴ） １００，０００円

対象経費合計（ｂ）　　　（Ⅰ）＋（Ⅱ）＋（Ⅲ）＋（Ⅳ）－（Ⅴ） １１，３５０，０００円

5 助成金申請額

① （a）と50万円を比較して少ない方の対象経費 （ A ） 円

助成金申請額：（A）×10/10　（1,000円未満切り捨て） 円

② （b）と300万円を比較して少ない方の対象経費 （ B ） ３，０００，０００円

助成金申請額：（B）×１/３　（1,000円未満切り捨て） １，０００，０００円

助成金申請合計額　①＋② １，０００，０００円

※ 1

2

3

4 その他市長が認める経費については、まちづくり指導課と協議を行い対象となるその他経費その他があれば記入して下さい。

5 その他の助成を受けた金額については、加古川市が交付する助成金額について記入して下さい。

　   　年度において、加古川市移住・定住助成金の交付を受けたいので、加古川市移住・定住助成金交
付要綱第６条の規定に基づき、次のとおり関係書類を添えて申請します。

加古川市移住・定住助成金交付申請書

空家取得

住宅の改修又は増
築、建て替え

住宅取得

住宅の改修又は増
築、建て替え

固定資産税の評価額等から建物価格を算出しますのでまちづくり指導課と協議の行い建物の契約金額を記入して下さい。

住宅の改修又は増築、建て替え費用については、内訳書等により対象となるかどうかを確認させていただきますので、工事
の見積書及び領収書の写しを添付して下さい。

引越し費用に家財等の処分や新たな家財等の購入費および清掃等のサービス費用が含まれる場合は該当経費は対象とはなり
ません。

申請書を提出される日

を記入して下さい。

空き家の新築登記の年月日を記入し

記入例

空き家（土地を含まない）の評価金額

が分かる場合は記入して下さい。※1

リフォーム又は建替え工事費用を記

入して下さい。※2

引っ越し費用を記入して下さい。

※3

登記費用等のその他経費を記入し

て下さい。※4

移住に関する他の補助金を受けて

いる場合は記入して下さい。※5

市内からの転入者の場合

②空家活用する転入者



添付書類（該当部分に☑を記入してください）

【共通】

☑　誓約書 ☑　住宅付近見取図

☑　世帯全員の住民票 ☑　建物の登記事項証明書

☑　納税証明書（世帯構成員のうち納税義務のある者全員）

□　その他の助成金等の交付を受けた費用がわかる書類

□　金銭消費貸借契約書等の写し ☑　不動産売買契約書

【工事が伴う場合】

☑　工事請負契約書の写し ☑　工事代金等支払い領収書の写し

☑　工事内容のわかる図面 ☑　写真

【建築確認申請手続きを行う場合】

☑　検査済証等の写し

【基準日前住宅の場合】

☑　耐震基準を満たしていることを示す耐震性能確認書又は証明できる書類

【引越し費用がある場合】

☑　引越し代金の支払いの領収書の写し

【①-１及び①-２の場合】

□　市外に居住したことが確認できる書類

【①-２の場合】

□　戸籍謄本等同居又は近居する親世帯等との関係及び親世帯等の居住地を証する書類

【②の場合】

☑　空家期間がわかる書類

【その他】

□　その他市長が必要と認める書類

※第６条第３項及び第８条の規定により完了報告書に添付する場合は除く。

6

昭和５６年５月３１日以前着工の住宅に

ついては、簡易耐震診断等により耐震

性が確認された建物のみが助成金の

対象となります。

不動産会社の仲介および水道の閉

栓履歴が有る場合は添付して下さ

い、資料が無い場合は別途ご相談

下さい。


